
①婚姻日が令和7年1月1日～令和8年3月31日の間
または令和6年度に交付決定を受けた世帯
のうち補助上限額に達していない世帯
であること

②夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下であること

③申請日に香南市に住所を有すること

④前年度の夫婦の所得合計が500万円未満
であること
▼所得の考え方
収入ʷ給与所得控除（必要経費）＝所得

※給与収入（支払金額欄）ではありません
参考として右の資料をご確認ください

⑤その他の要件を満たすこと
（裏面に詳細を記載しています。）

１世帯当たり

上限３０万円

【令和7年度香南市結婚新生活支援事業】

香南市HPはこちらから

※本事業は予算に限りがありますのでお早めにご相談ください
書類が揃った方から順番に受付を行います
審査の過程で別途書類を追加でいただく場合がございます

①住宅取得に係る費用
②住宅賃貸に係る費用

③引越しに係る費用

※すべてに該当すること

源泉徴収票の場合

確定申告書の場合

・源泉徴収票の
「給与所得控除後の金額」
・確定申告書の
「所得金額の合計」



【香南市結婚新生活支援事業費補助金】

その他ご不明な点がありましたら
香南市役所地域支援課（TEL：0887-57-8503）までお問い合わせください。

確定申告書や源泉徴収票を参考に該当になるかを確認できます。
※申請の際には所得証明書が必要となります

会社員の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
個人事業主の場合は、確定申告書の「所得金額の合計」をご確認ください。

所得要件の事前チェック方法について


